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1 口座開設≪1.1明示事項≫

3

1.1-1 金融商品仲介業に関する明示事項

➢ 口座開設の際には必ず、『金融商品仲介業に関する明示事項』を交付してください。

✓ 当書面は、当社が作成しご提供いたし

ます。

✓ 変更事項が発生した場合には、すみや

かに当社までご連絡をお願いいたしま

す。
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1 口座開設≪1.1明示事項≫
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1.1-2 明示事項等に係る確認書

➢ 明示事項を交付した際、『金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書』を受領してください。

✓ 口座開設用紙と一緒に、当社までお送

りください。

✓ 商号等の明示は法令要件となっており

ますので、必ず受領してください。
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1 口座開設≪1.4未成年者口座≫
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1.4-1 未成年者口座の種類と特徴

➢ 未成年者とは、18歳未満の未婚の方を指します。※2022年4月より成年年齢が18歳に引き下げとなっています。

➢ 未成年者名義でのお取引は、資金の属性によって運用管理者が異なります。

＜運用管理者の区分＞

口座の種類

未成年者口座
（本人）

未成年者口座
（親権者）

未成年者口座
（基幹口座＆ジュニアNISA）

資金の属性
• 自己資金
• 持株の振替

• 未成年者のための教育資金等
• 相続や贈与で受け取った資金

• 未成年者のための教育資金等
• 相続や贈与で受け取った資金

口座開設の手続き 本人 親権者 親権者

運用管理者
（注文発注）

本人 親権者
以下のうちどちらか
• 親権者
• 親権者に委任された、未成年者の二親等以内の方

振替の指示 本人 親権者 運用管理者

出金の指示 本人 親権者 親権者

IFAからの勧誘 不可
可（積極的な勧誘は控える）
※運用管理者が75歳以上＝高齢者取引

可（積極的な勧誘は控える）
※運用管理者が75歳以上＝高齢者取引
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1.4-2 口座開設の手順

1 お客さまの準備

以下のものを準備していただきます。
• 印鑑
• 未成年者の通帳・キャッシュカード等
• 未成年者のマイナンバー確認書類
• 未成年者の本人確認書類
• 戸籍謄本または住民票
• 親権者の本人確認書類

2 書類の交付・説明

口座開設キットを交付し、約款等の説明を行います。
※ 交付書類の詳細は別途ご案内いたします。

3 証券総合口座開設の申込み

申込書へ必要事項を記入・捺印していただきます。

4 必要書類の郵送

5 口座開設完了通知の交付

当社より、『完了通知書』・『振込先のご案内』を
お客さまへ交付いたします。

6 お取引の開始

1 口座開設≪1.4未成年者口座≫

申込書、本人確認書類等を当社まで郵送して
いただきます。
書類到着後、審査を行い、問題がなければ
口座開設手続きに進みます。
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1.4-3 交付書類

＜お客さまに交付・説明する書類一覧＞

◼ 約款・規定集

◼ 契約締結前交付書面集

◼ 日興MRF目論見書・目論見書補完書面

◼ お取引ガイド

・ お客さまに適した商品やサービスを提供するために

・ 外国口座税務コンプライアンス法（FATCA)に関するお知らせ

・ 共通報告基準（CRS)に基づく自動的情報交換制度に関するお知らせ

◼ 証券総合口座申込書

◼ 各種法定代理人等に関する届出書

◼ 特定取引を行う者の届出書 （居住地国が日本以外の場合）

◼ 個人番号提供に関する同意書

◼ マイナンバー専用封筒

1 口座開設≪1.4未成年者口座≫
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1.4-4 お客さまからの受入書類（1）

◼ 証券総合口座取引申込書 → P.9

◼ 特定取引を行う者の届出書（居住地国が日本以外の場合） → P.10

◼ 各種法定代理人等に関する届出書 → P.30

◼ 未成年者の本人確認書類（顔写真あり1種類または顔写真なし2種類）

◼ マイナンバー専用封筒（『同意書』およびマイナンバー確認書類）

◼ 戸籍謄本または住民票（同意者が親権者であることを確認）

◼ 親権者の本人確認書類（顔写真あり1種類または顔写真なし2種類）

◼ 明示事項等に係る確認書 → P.4

1 口座開設≪1.4未成年者口座≫

✓ 本人確認書類の受入れパターンは個人口座開設時（P.11）と同じです。

✓ マイナンバー確認書類の受入れパターンは個人口座開設時（P.12）と同じです。

✓ 親権者確認の確認書類はP.32でご確認ください。

＜確認書類について＞
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1.4-4 お客さまからの受入書類（2）

1 口座開設≪1.4未成年者口座≫

＜各種法定代理人等に関する届出書・記入見本＞

➢ 口座開設キット内には同封されておりません。
➢ 未成年者口座開設の際には、当部より送付しますのでお申し付けください。
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1.4-4 お客さまからの受入書類（3）

• 記入見本に記載の通り記入されていること証券総合口座申込書

• 申込書の氏名、住所、生年月日が記載されていること本人確認書類

• 『同意書』とマイナンバー確認書類が同封されていること

• 封入・封緘されていること
マイナンバー専用封筒

• 口座名義人の氏名が記載されていること

• 親権者の住所、氏名、生年月日、電話番号、口座名義人との続
柄、性別、職業、個人情報、契約締結前書面、内部者、反社へ記
載されていること

各種法定代理人等に関する届出書

• 親権者が確認できること

• 親権者の氏名、住所、生年月日が記載されていること親権者の謄本等および本人確認書類

1 口座開設≪1.4未成年者口座≫

＜受入書類の確認事項＞
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1.4-5 親権者等確認

書類名 確認事項 条件

住民票の写し

• 未成年者と親権者の記載があり、続柄「子」が記
載されている。

• 発行後6ヵ月以内。
• 全ページあること。（発行日、発行者印）

• 本人確認書類として使用する場合は原本を受
け入れる。

• 別途本人確認書類を受け入れる場合は、コ
ピー後に返却可能。

戸籍謄本
全部事項証明書

• 未成年者と親権者の記載があり、続柄「子」が記
載されている。

• 発行後6ヵ月以内。
• 全ページあること。（発行日、発行者印）

• 附票がついている場合は本人確認書類として
有効。なお、本人確認書類として使用する場合
は原本を受け入れる。

• 別途本人確認書類を受け入れる場合は、コ
ピー後に返却可能。

1 口座開設≪1.4未成年者口座≫

➢ 親権者確認のため以下の書類を1種類以上、受入れてください。

✓ 本人確認書類として兼ねることも可能です。

✓ 本人確認書類として使用する場合は、必ず原本を提出いただくようご案内をお願いします。

＜ご留意事項＞
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1.4-6 運用管理者の注意事項

1 口座開設≪1.4未成年者口座≫

＜事務手続きについて＞

✓ 当社へお振込みいただく際の振込名義人は口座名義人（未成年者）本人に限ります。

✓ ジュニアNISAの申込みを行う場合、基幹口座とジュニアNISA口座の運用管理者を1名届け出てください。

口座ごとに異なる運用管理者を届け出ることはできません。

✓ 親権者の変更があった場合は、速やかに当社へ『各種法定代理人等に関する届出書』および確認書類

等をご提出するようご案内ください。

✓ 成年到達時（18歳時）には再度、『証券総合口座取引申込書』を名義人より受入れてください。

※2022年4月より成年年齢が18歳に引き下げとなっていますのでご注意ください。

＜注文の受託について＞

✓ 口座名義人（未成年者）からの受託は行うことができません。

✓ 届出した運用管理者以外の方からの注文受託はできません。

✓ 未成年者口座に対して積極的な投資勧誘を行うことはできません。

✓ 成年以降は親権者の権利は喪失し、以降は口座名義人とのお取引となります。

➢ 口座開設時には、親権者へ以下の説明をおこなってください。


